
 

 

         熊本県司法書士会紛議調停規則 

 
 （目 的） 

 第１条 この規則は、熊本県司法書士会（以下「本会」という。）会

則（以下「会則」という。）第１１０条第２項に定める紛議調停

委員会（以下「委員会」という。）が、会員の業務に関する紛議

について、当事者間の互譲により、実情に即した円満な解決を図

るための調停手続に必要な事項を定める。 

 

 （調停の請求） 

 第２条 紛議の調停を請求する者は、その紛議の実情及び希望調停期

日を記載した請求書２通に、証拠書類があるときは、その写しを

添えて、本会に提出しなければならない。 

 

 （委員会の構成） 

 第３条 委員会は、会長の委嘱を受けた本会の司法書士会員３０名以

内の紛議調停委員（以下「委員」という。）をもって組織する。

ただし、会長は、その必要があると認めたときは、司法書士会員

以外の者１０名以内を、委員として委嘱することができる。 

 ２ 委員の任期は、委嘱の時から２年とする。ただし、補欠の委員の

任期は前任者の残任期間とする。 

 ３ 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長各１名を置く。 

 ４ 委員長は、委員会を代表しその事務を統括する。 

 ５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その

職務を代行する。 

 ６ 委員は、会則第４８条に定める綱紀委員を兼ねることができない。 

 ７ 第２項の規定にかかわらず、委員の任期が満了した場合において、

退任すべき委員が関与する紛議調停がなお継続中であるときは、当

該調停が終了するまでの間に限り当該委員は引き続きその職務を

行うものとする。 

 

 （委員の欠格事由） 



 

 

 
 第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員として委嘱するこ

とができない。 

  （１） 禁固以上の刑に処せられた者 

   （２） 未成年者、成年被後見人または被保佐人 

   （３） 破産者で復権を得ない者 
 （４） 司法書士会員であつて司法書士法（以下「法」という。）第４

７条の規定による懲戒処分を受けた者 
（５） 司法書士会員であつて法第６１条の規定による注意勧告処分を

受け、その処分の日から３年を経過しない者 

（６） 法第４７条の規定による懲戒処分を受けた司法書士会員又は第

４８条の規定による懲戒処分を受けた法人会員に所属する者 

（７） 法第６１条の規定による注意勧告処分を受け、その処分の日か 
ら３年を経過しない司法書士会員又は法人会員に所属する者 

（８） 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から３年

を経過しない者 

（９） 裁判官として裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 

（１０） 弁護士として除名の懲戒処分を受け、その処分の日から３年を 
経過しない者 

（１１） 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋

調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、こ

れらの処分の日から３年を経過しない者 

 

 （委員の解任） 

 第５条 会長は、委員が前条各号の一に該当するに至つたとき又はこ

れらに該当することが判明したときは、これを解任しなければな

らない。 

 ２ 会長は、委員が次の各号の一に該当するときは、これを解任する

ことができる。 

  （１） 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき 

  （２） 職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると

認められるとき 



 

 

 

 （部 会） 

 第６条 委員会は、３名以上５名以内の委員からなる部会を設け、特

定の調停事件を担当させる。 

 ２ 部会は、担当事件についての調停の方針及び経過を委員会に報告

しなければならない。 

 

 （除斥・忌避・回避） 

 第７条 委員は、自己に関する事案の議事及び議決に関与することが

できない。 

 ２ 当事者は、委員が調停の公正を害するおそれがあると思料すると

きは、委員会に対し当該事件に関し忌避を申し立てることができる。 

 ３ 委員会は、前項の申立の採否につき速やかに決定しなければなら

ない。 

 ４ 委員は、公正を疑われるおそれがあると思料するときは、当該事

件を回避しなければならない。 

 

 （調停を行わない場合） 

 第８条 委員会は部会の報告に基づき、紛議が性質上調停をするのに

適当でないと認めたときは、調停を終了させることができる。 

 

 （調停の期日） 

 第９条 部会は、速やかに調停期日を定め、関係人の出席を求めなけ

ればならない。 

 

 （利害関係人の参加） 

 第10条 部会は、相当と認めるときは調停の結果について利害関係を

有する者を調停手続きに参加させることができる。 

 

  （調停及び議事の非公開） 

 第11条 調停の手続及び委員会の議事は公開しない。 

 



 

 

（手続きの説明） 

 第12条 部会は、調停の手続きを開始するにあたっては、当事者に手

続の進めめ方等につき説明しなければならない。 

 

（費用の負担） 

 第13条 本会は、調停のため特別に要する費用を当事者に負担させる

ことができる。 

 ２ 委員会は、前項の費用負担につきこれを相当と認めるときは、書

面で会長にその事由の説明を添えて意見を述べることができる。 

 

（請求の取下） 

 第14条 調停を請求した者は、いつでもこれを取り下げることができ

る。 

 ２ 部会は、前項により調停が取り下げられたときは、相手方会員又

は利害関係人が出頭又は出席していればその席上口頭にて、その他

の場合は文書にて 

  その旨を通知する。 
（調停の不成立） 

 第15条 部会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合、又は

請求者が正当の理由なく３回以上期日に出席しないときは、調停

を終了させることができる。 

 ２ 部会は、前項により調停が終了したときはその旨を当事者に告知

する。 

 

（調停の成立） 

 第16条  調停の合意が成立したときは、部会は、当事者、利害関係人

の数に１を加えた数の調停書を作成し、当事者及び利害関係人並び

に部会の委員全員が署名又は記名押印する。 

 ２ 調停書は部会が当事者及び利害関係人に各１通交付し、１通は本

会が保有する。 

 ３ 会員を除く当事者が、遠方、疾病その他やむを得ない事由により

期日に出席できない場合において、部会が調停を成立させるときは、

予め調停書を当該当事者に送付し署名又は記名押印を求めるもの



 

 

とする。 

 

（義務の履行） 

 第17条  本会は、当事者の申出があるときは、前条の調停書で定めら

れた義務の履行状況を調査し、義務者に対してその義務の履行を

勧告することができる。 

 ２ 義務者は前項の勧告に従い、すみやかにその義務を履行しなけれ

ばならない。 

 

  （調停記録と保存） 

 第18条 委員会は、調停の経過、調停の方針等の要領を記載した記録

を調製し、１０年間保存する。 

 

（記録の閲覧・謄写） 

第19条 本会は、当該事件の当事者が記録の閲覧又は謄写を求めたと

きは、当該事件の調停が成立し、当事者及び利害関係人が同意し、

かつ相当の事由があると認める場合に限り、これを許可すること

ができる。 

 

（報 告） 

 第20条 部会は、調停が成立し又は不調に終わったとき若しくは請求

の取下げその他により事件が終了したときは、その結果を文書で

委員会に報告しなければならない。 

 ２ 委員会は、前項の報告を受けたときは、調停事件の経過と結果に

ついて本会に文書で報告しなければならない。 

 

（会員の不出頭） 

 第21条 調停の請求を受けた会員が正当の理由なく３回以上期日に

出頭しないときは、委員会は会長に対し適当な処置を求めること

ができる。 

 

（委員の守秘義務） 



 

 

 
 第22条 委員は、正当な事由がある場合でなければ、職務上知ること

のできた秘密を他に漏らしてはならない。委員を退任した後も同

様とする。 

 

（細則への委任） 

 第23条 この規則の運営に必要な事項は細則において別途定める。 

 

（規則の改廃） 

 第24条 この規則の改廃は、総会の決議による。 

 

              附      則 

 （施行期日） 

 １ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

 
 


